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１【提出理由】

　2018年(平成30年)５月22日開催の当社第152回定時株主総会において、決議事項が決議されましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2018年(平成30年)５月22日
 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき６円　　総額2,096,841,348円
 

第２号議案　株式併合の件

当社普通株式について、2018年(平成30年)９月１日をもって、２株を１株の割合で併

合し、併せて、発行可能株式総数を６億株から３億株に変更する。
 

第３号議案　取締役12名選任の件

取締役として、鈴木弘治、木本茂、秋山弘昭、村田善郎、粟野光章、亀岡恒方、山口

健夫、岡部恒明、田中良司、中島馨、後藤晃、鳥越けい子の12名を選任する。
 

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、菅原邦彦を選任する。
 

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時の取締役10名に対し総額4,550万円(うち社外取締役３名に対し総額400万

円)、当期末時の監査役４名に対し総額820万円(うち社外監査役２名に対し総額260万

円)の役員賞与を支給する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件並びに当該決議の結果

議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果

第１号議案

剰余金の処分の件
249,663個 3,168個 7個 94.5％ 可決

第２号議案

株式併合の件
252,387個 437個 7個 95.5％ 可決

第３号議案

取締役12名選任の件
     

 鈴木　弘治 238,197個 14,631個 7個 90.2％ 可決

 木本　茂 243,639個 7,618個 1,583個 92.2％ 可決

 秋山　弘昭 243,877個 7,380個 1,583個 92.3％ 可決

 村田　善郎 243,898個 7,359個 1,583個 92.3％ 可決

 粟野　光章 247,215個 4,042個 1,583個 93.6％ 可決

 亀岡　恒方 247,221個 4,036個 1,583個 93.6％ 可決

 山口　健夫 247,559個 5,274個 7個 93.7％ 可決

 岡部　恒明 247,587個 5,246個 7個 93.7％ 可決

 田中　良司 247,584個 5,249個 7個 93.7％ 可決

 中島　馨 240,355個 12,477個 7個 91.0％ 可決

 後藤　晃 247,740個 3,517個 1,583個 93.8％ 可決

 鳥越　けい子 247,739個 3,518個 1,583個 93.8％ 可決

第４号議案

補欠監査役１名選任の件
219,482個 33,350個 7個 83.1％ 可決

第５号議案

役員賞与支給の件
187,623個 65,203個 7個 71.0％ 可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・　第１号議案、第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・　第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出

席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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